
17a
特定事項

17b
はく奪日時・場
所・当局

17c
はく奪命じた
当局・理由

17d
はく奪監督当
局

17e
拘禁施設の場
所，収容日
時，
施設責任当局

17f
はく奪された
者の健康状態

17g
はく奪された
者の死因・搬
送先

17h
解放・移送日
時，移送先・移
送責任当局

退去強制
手続

入国者収容所
被収容者名簿／
死亡報告書

・氏名
・性別
・生年月日
・国籍・地域
・職業
・特徴

・収捕日時
・収容日時

・執行官
・適条

・施設名
・収捕日時
・収容日時

・罹病の有無

・死因
・死亡日時等
の親族等への
通知

・出所日時
・仮放免日時

・被収容者処遇規則
第４条
・被収容者処遇規則
第４２条第１項，第２
項

・17bについて逮捕場
所は司法当局が逮
捕手続書に明記し保

管している。
・17hについて移送責
任当局は移送指揮
書に明記され移送先
の機関が保管してい

る。

・入院年月日
・施設名

・健康状態の
記録

・特定の様式
は定めていな
いが，被収容
者が死亡した
場合，死因・死
亡日時等の記
録が作成され

る。

・出院日時
・出院事由

留置日時（留
置施設の場所
と当該留置施
設について責
任を有する当
局の記載はな
いが、被留置
者名簿は被留
置者を留置す
る施設に備え
るものであ
り、留置施設
の場所と責任
を有する当局
（留置業務管
理者）は明確
である。）

・外傷
・疾病
・既往症
・措置

・診療日時
・診療種別
・症状

・診察結果
・病院
・医師名

・死亡の状況
・死因

・遺体搬送先

・釈放日時
・移送日時
・帰住先
・移送先

・体調不
良時、死
亡時等に
関係簿冊
へ記載す
るなど、
完全かつ
速やかに
更新して
いる。

・婦人簿の様式及び
取扱要領

・施設名
・入所日時

・健康状態の
記録

・死因，死亡日
等

・退所の事由
・出所日時

・少年簿及び収容事
務関係各帳簿に関

する訓令
・在院者の保健衛生
及び医療に関する
訓令の運用につい

て
・在所者の保健衛生
及び医療に関する
訓令の運用につい

て
・少年簿及び収容事
務関係各帳簿に関

する訓令

被留置者名簿／
被留置者診療簿

・本籍
・住所
・職業
・氏名
・性別

・生年月日

・逮捕日時
・逮捕者の所
属・氏名

・逮捕者の所
属・氏名
勾留状発布裁
判所名

犯罪事実の要
旨

・留置時及び
釈放時等にお
ける留置業務
管理者の決裁

欄

婦人簿／健康診
断簿

・本籍
・住所
・氏名
・性別

・生年月日

・入院年月日
・施設名

・処分を決定し
た裁判所

・入所の事由
・事件名

・施設名

少年簿／健康診断
簿／死亡帳

・本籍
・住所
・職業
・氏名
・性別

・生年月日

・入所日時
・施設名

・処分を決定
した裁判所
・入所の事由
・事件名

・施設名

・施設名
・入所日時

・健康状態の
記録

・死因，死亡日
等

・釈放日時

・被収容者身分帳簿
及び名籍事務関係
各帳簿様式

・被収容者の保護衛
生及び医療に関す
る訓令の運用につ

いて
・被収容者身分帳簿
及び名籍事務関係
各帳簿様式

被収容者身分帳簿
／健康診断簿／死

亡帳

・本籍
・住所
・職業
・氏名
・性別

・生年月日

・入所日時
・確定判決言
渡裁判所

・確定判決言
渡裁判所
・判決罪名

・施設名

留置施設

刑事手続

刑事施設

少年院
少年鑑別所

婦人補導院

記録名作成施設名関連手続

各記録記載事項

根拠法令
監視の担

保

・被留置者の留置に
関する規則第５条

・警察庁
による巡
察

・都道府
県警察本
部による
実地監査

更新の担
保

備考

記録すべ
き事由が
生じた際
に遅滞な
く記録す
るととも
に，定期
的に施設
の幹部職
員が記録
をチェック
している。

管区又は
矯正局に
よる実地
監査

・記録す
べき事由
が生じた
際に遅滞
なく記録
するととも
に，定期
的に施設
の幹部職
員が記録
をチェック
している。

・管区又
は矯正局
による実
地監査

・記録す
べき事由
が生じた
際に遅滞
なく記録
するととも
に，定期
的に施設
の幹部職
員が記録
をチェック
している。

・管区又
は矯正局
による実
地監査


